
内
閣
衆
質
一
五
四
第
五
六
号

平
成
十
四
年
五
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
今
野
東
君
提
出
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時
の
千
島
へ
の
朝
鮮
人
の
連
行
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
十
日
受
領

答

弁

第

五

六

号



衆
議
院
議
員
今
野
東
君
提
出
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時
の
千
島
へ
の
朝
鮮
人
の
連
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
１１
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
太
平
丸
が
小
樽
を
出
港
し
た
際
に
乗
船
し
て
い
た
者
の
人
数
、
乗
船
し
て
い
た
軍
人
及
び
軍
属
の
所
属
部
隊
名

及
び
所
属
部
隊
ご
と
の
人
数
並
び
に
乗
船
し
て
い
た
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
の
人
数
、
身
分
及
び
所
属
、
朝
鮮
半
島
出
身
の

軍
属
に
対
す
る
菅
原
組
の
関
与
の
有
無
、
太
平
丸
の
沈
没
の
際
に
死
亡
し
た
者
の
人
数
並
び
に
死
亡
し
た
朝
鮮
半
島
出
身
の

軍
属
の
人
数
及
び
そ
の
死
亡
原
因
並
び
に
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
給
与
の
月
額
及
び
実

際
に
支
払
わ
れ
た
額
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録

が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
旧

陸
海
軍
に
関
す
る
資
料
（
以
下
「
旧
陸
海
軍
関
係
資
料
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
太
平
丸
の
沈
没
に
よ
り
死
亡
し
た
と
思

わ
れ
る
者
の
人
数
は
九
百
二
名
で
あ
り
、
太
平
丸
の
沈
没
に
よ
り
死
亡
し
た
と
思
わ
れ
る
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
（
陸
軍
所

属
の
雇
員
）
の
人
数
は
百
八
十
二
名
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

一
の
１２
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
未
払
賃
金
に
係
る
債
権
を
含
む
大
韓
民
国
又
は
そ
の
国
民
の
日
本
国
又
は
そ
の
国
民
に
対
す
る
債
権
で
あ
っ
て
、

一



財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
年

条
約
第
二
十
七
号
。
以
下
「
請
求
権
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
条
�
の
財
産
、
権
利
及
び
利
益
に
該
当
す
る
も
の
は
、
財
産

及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
第
二
条
の
実
施
に
伴

う
大
韓
民
国
等
の
財
産
権
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

昭
和
四
十
年
六
月
二
十
二
日
に
お
い
て
消
滅
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
１３
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
未
払
賃
金
に
係
る
債
権
を
含
む
我
が
国
と
北
朝
鮮
と
の
間
の
財
産
及
び
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
朝
国

交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
協
議
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
１４
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
太
平
丸
に
乗
船
し
て
い
た
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
の
名
簿
及
び
死
亡
者
の
名
簿
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り

で
は
、
政
府
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
太
平

丸
の
沈
没
に
よ
り
死
亡
し
た
と
思
わ
れ
る
百
八
十
二
名
を
含
む
死
亡
し
た
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
人
軍
属
に
係
る
資
料
は
保
有

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
千
島
方
面
に
配
属
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
及
び
千
島
方
面
に
お
い
て
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
朝

鮮
半
島
出
身
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
人
数
、
死
亡
者
数
及
び
死
亡
理
由
並
び
に
千
島

海
域
で
沈
没
し
た
輸
送
船
ご
と
の
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
の
乗
船
者
数
及
び
死
亡
者
数
に
つ
い
て
は
、調
査
し
た
限
り
で
は
、

政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
な
お
、
旧
陸
海
軍
関
係
資
料
に
よ
れ
ば
、
千
島
方
面
に
お
い
て
死
亡
し
た
と
思
わ
れ
る
朝
鮮
半
島
出
身
の
軍
属
は
七

百
八
名
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
菅
原
組
、
瀬
崎
組
及
び
地
崎
組
の
千
島
に
お
け
る
軍
施
設
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
旧
陸
海
軍
関
係
資
料
に
お

い
て
菅
原
組
は
占
守
島
に
お
け
る
航
空
基
地
防
空
ト
ン
ネ
ル
工
事
を
、
瀬
崎
組
は
択
捉
島
に
お
け
る
天
寧
航
空
基
地
工
事
を

そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
た
限
り
で
は
、
政
府
内
に
事
実
関
係
を
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
の
「
厚
生
省
の
保
管
す
る
千
島
に
関
す
る
軍
属
名
義
」
と
は
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
厚
生
労

働
省
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
旧
陸
海
軍
に
関
す
る
人
事
資
料
に
は
性
別
の
記
載
欄
が
な
い
こ
と
か
ら
、
千
島
方
面
に
配
属

さ
れ
た
女
性
の
軍
属
の
有
無
等
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
太
平
丸
に
軍
属
と
し
て
乗
船
し
、
死
亡
し
た
日
本
人
の
遺
族
に
対
し
て
は
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
援
護
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
援
護
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
援
護
法
に
基

づ
く
遺
族
年
金
及
び
一
時
金
で
あ
る
弔
慰
金
の
支
給
総
額
は
、
遺
族
年
金
の
申
請
時
期
、
支
給
対
象
と
な
る
遺
族
の
続
柄
等

に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
太
平
丸
に
乗
船
し
て
い
た
者
で
援
護
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
の
妻
が
援

護
法
制
定
当
初
の
昭
和
二
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月
ま
で
の
月
分
の
遺
族
年
金
を
弔
慰
金
と
共
に
受
給
し
た
と

仮
定
す
る
と
、
約
四
千
百
四
十
七
万
円
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
太
平
丸
に
乗
船
し
て
い
た
者
で
援
護
法
第
二
条
第
一

項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
の
妻
が
援
護
法
に
よ
る
援
護
の
対
象
と
な
っ
た
昭
和
三
十
八
年
十
月
か
ら
平
成
十
三
年
十
二
月

ま
で
の
月
分
の
遺
族
年
金
を
弔
慰
金
と
共
に
受
給
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
約
四
千
百
四
万
円
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

四



死
亡
し
た
軍
人
軍
属
等
及
び
そ
の
遺
族
を
対
象
と
す
る
慰
霊
事
業
等
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
半
島
出
身
者
の
み
を
対
象
と
し

て
行
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
が
、
軍
属
等
と
し
て
戦
死
し
た
者
の
遺
族
で
あ
っ
て
日
本
に
永
住
し
て
い
る
在
日
韓
国
人
等
に

対
し
て
は
、
平
和
条
約
国
籍
離
脱
者
等
で
あ
る
戦
没
者
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
百
十
四
号
）
に
よ
り
、
人
道
的
精
神
に
基
づ
き
弔
慰
金
を
支
給
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
北
太
平
洋
方
面
に
お
い

て
戦
死
し
た
軍
属
等
に
係
る
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
支
給
件
数
は
十
六
件
で
あ
り
、
支
給
総
額
は
四
千
百
六
十

万
円
で
あ
る
。

二
の
１０
に
つ
い
て

日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
）
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
軍
属
等
の
補
償
に
関
す
る

問
題
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
請
求
権
協
定
に
お
い
て
、
両
国
及
び
そ
の
国
民
の
間
の
財

産
、
権
利
及
び
利
益
並
び
に
請
求
権
の
問
題
は
、
日
韓
両
国
間
で
は
法
的
に
は
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
我
が
国
と
北
朝
鮮
と
の
間
の
財
産
及
び
請
求
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
に

お
い
て
協
議
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五


